
＜ＳＤＧｓの１７のゴール＞　出典：外務省（仮訳）
目標1.　あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
目標2.　飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する
目標3.　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
目標4.　すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する
目標5.　ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う
目標6.　すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
目標7.　すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する
目標8.　包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・

ワーク)を促進する
目標9.　強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る
目標10. 各国内及び各国間の不平等を是正する
目標11. 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する
目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する
目標13. 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
目標14. 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
目標15. 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・
　　　　回復及び生物多様性の損失を阻止する
目標16. 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて

効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
目標17. 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について
長崎県総合計画に掲げる施策とＳＤＧｓの関係

●「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」は、2015年（平成27年）9月の国連サミットで採択され、「誰一
人取り残さない」持続可能な社会の実現を目指し、17のゴールと169のターゲットで構成され、
経済、社会、環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むための国際社会全体の目標です。

● 地方自治体にとっても、ＳＤＧｓ達成に向けた取組は、人口減少、地域経済の縮小等の地域が抱え
る課題の解決に資するものであり、様々な関係者と連携のうえ、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生
を推進することが期待されています。

●ＳＤＧｓの理念は、本計画の施策の方向性とも重なっており、本計画の施策を着実に進めていくこ
とが、ＳＤＧｓの推進につながるものと考えております。

● 県民と共にＳＤＧｓの推進に取り組み、県としての役割や使命を果たすことで、ＳＤＧｓの目標達成
に貢献していきます。

本計画に掲げる47の施策と、ＳＤＧｓの17ゴールとの関係を整理しました。
本計画の各施策を着実に進めていくことにより、ＳＤＧｓの推進につながるものと考えます。

柱１．地域で活躍する人材を育て、未来を切り拓く

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

基本戦略１－１　若者の県内定着、地域で活躍する人材の育成を図る

基本戦略１－２　移住対策の充実、関係人口の幅広い活用を推進する

基本戦略１－３　長崎県の未来を創る子ども、郷土を愛する人を育てる

基本戦略１－４　みんなで支えあう地域を創る

基本戦略２－１　新しい時代に対応した力強い産業を育てる

ＳＤＧｓの１７の目標

総合計画に掲げる施策
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将来を担う若者の就業支援と魅力的
な職場づくりの促進（1）

大学と連携した地域が求める人材の
育成と地元定着の推進（2）

男女が性別にかかわりなく個性と
能力を発揮できる社会づくり（3）

キャリア教育の推進と企業を支える
人材の育成・確保（4）

地域に密着した産業の担い手の
確保・育成（5）

医療・介護・福祉人材の育成・確保（6）

外国人材の活用による産業、地域の
活性化（7）

いつまでも健康で生涯を通じて学び、
活躍できる社会の実現（8）
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ながさき暮らしＵＩターン対策の推進（1）

関係人口との交流促進による地域
活力の向上、移住者の裾野の拡大（2）

結婚、妊娠・出産から子育てまでの
一貫した支援（1）

郷土を愛し、地域を支える心豊かな
人材の育成（2）

安心して子育てできる環境づくり（3）

学力の向上と一人一人に対応した
教育の推進（4）

グローバル化社会を生き抜く力を
持った人材づくり（5）

安全・安心が確保された教育環境の
整備（6）

「地域みんなで子どもを育み、家庭
教育を支援する」体制づくり（7）

誰もが安心して暮らし、社会参加
できる地域共生社会の推進（1）

きめ細かな対応が必要な子どもと
親への支援（2）

成長分野の新産業創出・育成（1）

スタートアップの創出（2）

製造業・サービス産業の地場企業
成長促進（3）

戦略的、効果的な企業誘致の推進（4）
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基本戦略２－２　交流人口を拡大し、海外の活力を取り込む

基本戦略２－３　環境変化に対応し、一次産業を活性化する

基本戦略３－１　人口減少に対応できる持続可能な地域を創る

基本戦略３－２　地域の特徴や資源を活かし、夢や希望の持てるまちを創る

基本戦略３－３　安全安心で快適な地域を創る

ＳＤＧｓの１７の目標
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県産品のブランド化と販路拡大（2）

アジアをはじめとした海外活力の
取り込み（3）
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地域に新たな価値を付加する魅力
ある観光まちづくりの推進（1）

農林業の収益性の向上に向けた
生産・流通・販売対策の強化（1）

漁業所得の向上と持続可能な
生産体制の整備（2）

養殖業の成長産業化と加工・供給
体制の強化（3）
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柱3．夢や希望のあるまち、持続可能な地域を創る

地域活動を行う多様な主体が支え
あう、持続可能な地域づくりの推進
地域の活力と魅力にあふれる農山
漁村づくり

地域の医療、介護等のサービス確保

離島・半島等のくらしと交流を支える
地域公共交通の確保
ＩＣＴを活用した地域活性化と行政
運営の効率化
持続可能なインフラの整備及び
利活用

人流・物流を支える交通ネットワーク
の確立
九州新幹線西九州ルートの整備と
開業効果の拡大

持続可能で魅力ある都市・地域づくり

しまや半島など地域活性化の推進

特色ある文化資源・スポーツによる
地域活性化

国際交流と平和発信の推進

犯罪や交通事故のない安全・安心な
まちづくりの推進
食品の安全・安心の確保と消費生活
の安定・向上
災害に強く、命を守る強靱な地域
づくり
豊かできれいな海づくり、くらしやす
い環境づくりの推進
脱炭素社会の実現を目指した快適な
ライフスタイルの普及
人と自然が共生する持続可能な地域
づくり

総合計画の構成

計画の策定にあたって 策定の趣旨や計画の特徴、役割等を明らかに
します。

計画実現に向けた基本姿勢 計画の実現に向けて取り組む際の県の基本姿勢
について示します。

キャッチフレーズ

◆基本理念

◆政策展開の基本方向

◆時代の潮流
◆本県の課題
◆本県の強み
◆今後の10年
◆本県の近未来像

県民の皆様が「ともに長崎をより良くしよう」と
いう思いを抱いていただけるようなキャッチ
フレーズを盛り込みます。

今後１０年間をめどに長崎県がめざす姿とそれ
を実現するための基本的考え方を示します。

長崎県を取り巻く社会経済情勢、今後１０年に
予定されている出来事、本県の課題や強みを
明らかにします。
また、県民が夢や希望を持てるような近未来像
を示します。

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」と整合性を
持った政策体系を示します。

◆基本戦略 各分野の取組の方向性とそれに沿った具体的な
取組について示します。

◆政策横断プロジェクト 長崎県の強みや取り巻く情勢を踏まえた長崎な
らではの戦略的な取組を横断的に展開します。

◆地域別計画 各地域において今後取り組むべき方向性につい
て示します。
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